
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
第
二
項
第
三
号
の
申
請
等
を
定
め
る
省
令
（
案
）
参
照
条
文

◎

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
（
第
一
号
に
掲
げ
る
用
語
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
一
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

（
略
）

二

輸
出
入
等
関
連
業
務

次
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

イ

（
略
）

ロ

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
く
申
請
等
（
行
政
手
続
等
に
お

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号

（
定
義
）
に
規
定
す
る
申
請
等
を
い
う
。
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
処
分
通
知
等
（
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
二
条
第
七
号

に
規
定
す
る
処
分
通
知
等
を
い
う
。
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
関
す
る
業
務

ハ
〜
ト

（
略
）

三

（
略
）

◎

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
号
）
（
抄
）

（
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
範
囲
）

第
一
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
号
イ
（
定
義
）
に
規
定
す
る

政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一
〜
九

（
略
）

２

法
第
二
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
等
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請
等
で
あ
つ
て
船
舶
に
係
る
も
の
と
す
る
。

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
乗
員
上
陸
の
許
可
）
の
規
定
に
よ
る
許
可

の
申
請

二

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
五
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
又
は
第
五
項
（
報
告
の
義
務
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
同
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
に
つ
い
て
は
、
乗
員
上
陸
の
許
可
を
受
け
た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）



三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
六
十
九
条
（
省
令
へ
の
委
任
）
の
規
定
に
基
づ
く
法
務
省
令
の
規
定
に
よ
る
申
請
等
で
あ
つ
て
法
務
省
令
・
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の

３
〜
７

（
略
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）

◎

（
協
力
の
義
務
）

第
五
十
六
条

本
邦
に
入
る
船
舶
等
の
長
及
び
そ
の
船
舶
等
を
運
航
す
る
運
送
業
者
は
、
入
国
審
査
官
の
行
う
審
査
そ
の
他
の
職
務
の
遂
行
に
協
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
九
条

第
二
章
か
ら
こ
の
章
ま
で
の
規
定
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
そ
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

※

第
五
十
六
条
は
第
六
章
に
、
第
六
十
九
条
は
第
八
章
に
規
定
。

◎

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）

（
船
舶
等
の
長
等
の
協
力
義
務
）

第
五
十
一
条

本
邦
に
入
る
船
舶
等
の
長
又
は
そ
の
船
舶
等
を
運
航
す
る
運
送
業
者
は
、
法
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
入
国
審
査
官
の
行
う
審
査
そ
の
他
の
職
務
の
遂
行
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

船
舶
に
あ
つ
て
は
到
着
す
る
二
十
四
時
間
前
ま
で
に
、
航
空
機
に
あ
つ
て
は
到
着
す
る
九
十
分
前
ま
で
に
、
適
当
な
方
法
で
、
到
着
を
予
定
し
て
い
る

出
入
国
港
の
入
国
審
査
官
に
対
し
、
当
該
船
舶
等
の
到
着
時
刻
、
外
国
人
の
乗
客
及
び
乗
員
の
数
、
停
泊
予
定
時
間
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を

通
報
す
る
こ
と
。

二

船
舶
に
あ
つ
て
は
到
着
の
時
か
ら
二
十
四
時
間
以
内
に
、
航
空
機
に
あ
つ
て
は
到
着
後
直
ち
に
、
到
着
し
た
出
入
国
港
の
入
国
審
査
官
に
対
し
、
当
該

船
舶
等
の
到
着
時
刻
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
届
け
出
る
こ
と
。

三

船
舶
等
が
出
入
国
港
か
ら
出
発
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
出
入
国
港
の
入
国
審
査
官
に
対
し
、
当
該
船
舶
等
の
出
発
時
刻
そ
の
他
必

要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
届
け
出
る
こ
と
。

四
〜
六
（
略
）



情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
（
抄
）

◎

行
政
手
続
等
に
お
け
る

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
〜
五
（
略
）

六

申
請
等

申
請
、
届
出
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
行
政
機
関
等
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
（
訴
訟
手
続
そ
の
他
の
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
並
び

に
刑
事
事
件
及
び
政
令
で
定
め
る
犯
則
事
件
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
（
次
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
お
い
て
「
裁
判
手
続
等
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

七

処
分
通
知
等

処
分
（
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
行
為
を
い
う
。
）
の
通
知
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
行
政
機
関
等
が

行
う
通
知
（
不
特
定
の
者
に
対
し
て
行
う
も
の
及
び
裁
判
手
続
等
に
お
い
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

八
〜
十
（
略
）


